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厚生労働大臣印

備喝
1 侠駒料開3般有が直線年愈況は明慰金唱と受けたことがなく．侠助料鯛3技者以外
的事fが遺脱都愈告発けたと舎は‘遺S保革金の織定について艇明し‘遺勝年金を l

受けた.がな〈扶助料輸求者以外の者が弔慰金を受けたときは、弔慰金の般lE
について艇明すること噛！

2 a陸自興年金沢は明慰金受給智治t、公務員と繊細の刷出をしていないが号車英上
伸網関係と問機的事情にあった者であると舎は‘公勝典との続柄は f事実上の
婚欄関係にあった者Jと紀織するζと噛


